
名称 所在地 入札等参加停止期間 入札等参加停止の理由

日本交通技術株式会
社

東京都台東区上野七丁目１１
番１号

令和８年１月８日から
令和８年４月７日まで

（当該認定をした日から４か月）

荒川区入札等参加停止措置要綱第３条
別表第１７号（独占禁止法違反）に該当
するため。

株式会社トーニチコ
ンサルタント 本社
事業本部

東京都渋谷区本町一丁目１３
番３号

令和８年１月８日から
令和８年４月７日まで

（当該認定をした日から４か月）

荒川区入札等参加停止措置要綱第３条
別表第１７号（独占禁止法違反）に該当
するため。

丸栄調査設計株式会
社　東京支店

東京都港区高輪三丁目１９番２
３号

令和８年１月８日から
令和８年４月７日まで

（当該認定をした日から４か月）

荒川区入札等参加停止措置要綱第３条
別表第１７号（独占禁止法違反）に該当
するため。

入札等参加停止業者一覧表


